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▽
解
散
に
向
け
て
の
事
前
準
備
に
つ
い
て
 

解
散
に
向
け
て
の
事
前
準
備
と
し
て
、
以
下
の
点
を
確
認
し
ま
す
。 

１
．
申
請
者
（
住
職
又
は
住
職
代
務
）
の
確
認
 

申
請
者
は
、
住
職
又
は
住
職
代
務
で
あ
る
た
め
、
住
職
が
不
在
、

又
は
住
職
代
務
の
任
期
が
満
了
し
て
い
る
場
合
は
、
住
職
（
住
職
代

務
）
の
任
命
申
請
が
必
要
で
す
。 

﹇
註
﹈
 住
職
代
務
の
任
期
は
２
年
で
、
再
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
特
別
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
長
の
承
認
を

得
て
、
寺
院
の
法
人
規
則
で
あ
る
寺
則
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
住
職
代
務
の
任
期
を
４
年
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

任
命
手
続
き
後
、
法
務
局
に
お
い
て
代
表
役
員
（
代
表
役
員
代
務

者
）
の
登
記
を
し
、
寺
院
活
動
支
援
部
〈
一
般
寺
院
担
当
〉
及
び
所

宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
の
啓

蒙
・
普
及
の
た
め
、『
宗
報
』（
平
成
30
年
４
月
号
）
よ
り
、
寺
院

の
運
営
に
直
接
関
わ
る
「
願
記
等
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。 

今
号
は
引
き
続
き
、
寺
院
解
散
の
手
続
き
に
つ
い
て
掲
載
い
た

し
ま
す
。
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轄
庁
に
登
記
完
了
の
旨
を
届
け
出
ま
す
。 

２
．
寺
院
役
員
の
構
成
と
任
期
の
確
認
 

責
任
役
員
・
門
徒
総
代
の
役
員
構
成
を
確
認
し
、
任
期
が
満
了
し

て
い
る
、
又
は
定
数
が
欠
け
て
い
る
場
合
は
、
任
命
申
請
が
必
要
で

す
。 

﹇
註
﹈
 責
任
役
員
・
門
徒
総
代
と
も
に
任
期
は
４
年
で
、
再
任
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

３
．
寺
院
備
付
表
簿
類
の
確
認
 

　
⑴
寺
則
の
有
無
の
確
認
 

寺
院
の
法
人
規
則
で
あ
る
寺
則
に
基
づ
き
事
務
手
続
き
を
行
う
た

め
、
寺
則
を
紛
失
し
て
い
る
場
合
は
所
轄
庁
又
は
宗
派
か
ら
寺
則

の
写
し
の
交
付
を
受
け
ま
す
。 

　
⑵
門
徒
名
簿
の
確
認
 

寺
院
解
散
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
門
徒
の
意
思
を
確

認
す
る
た
め
の
台
帳
と
し
て
、
ま
た
、
解
散
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
の
門
徒
の
帰
属
先
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
、
門
徒
名
簿
が

必
要
と
な
り
ま
す
。 

寺
院
備
付
の
門
徒
名
簿
が
不
完
全
の
場
合
は
、
改
め
て
門
徒
名
簿

を
作
成
し
、
総
局
に
届
け
出
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

　
⑶
財
産
台
帳
の
確
認
 

寺
院
解
散
に
伴
う
残
余
財
産
の
処
分
に
あ
た
り
、
財
産
（
特
別
財

産
、
基
本
財
産
、
運
用
財
産
）
の
明
細
書
類
（
財
産
台
帳
）
を
確
認

し
ま
す
。 

特
に
、
基
本
財
産
中
の
不
動
産
（
土
地
、
建
物
）
に
つ
い
て
は
、

法
務
局
に
お
い
て
、
登
記
事
項
証
明
書
を
取
得
し
、
登
記
の
有
無

及
び
所
有
者
の
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 〈
参
考
：
寺
院
規
程
〉 

第
30
条
　
寺
院
に
は
、
常
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
帳
簿
を

備
え
、
こ
れ
ら
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。 

　
一
　
寺
則
及
び
所
轄
庁
の
認
証
書
 

　
二
　
役
員
名
簿
 

　
三
　
寺
族
名
簿
及
び
坊
守
名
簿
 

　
四
　
門
徒
名
簿
 

　
五
　
過
去
帳
又
は
こ
れ
に
類
す
る
帳
簿
 

　
六
　
境
内
建
物
及
び
境
内
地
の
図
面
 

　
七
　
財
産
目
録
 

　
八
　
資
産
の
状
況
を
表
わ
す
書
類
 

九
　
責
任
役
員
そ
の
他
寺
則
で
定
め
た
機
関
の
議
事
録
及
び
事
務

処
理
簿
 

　
十
　
事
業
を
行
う
場
合
に
は
そ
の
事
業
に
関
す
る
書
類
 

　
十
一
　
そ
の
他
必
要
な
書
類
 

 第
32
条
　
寺
院
の
財
産
は
、
特
別
財
産
、
基
本
財
産
及
び
運
用
財
産

と
す
る
。 

２
　
特
別
財
産
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
と
す
る
。 
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一
　
本
尊
、
影
像
そ
の
他
礼
拝
の
対
象
と
な
る
有
体
物
 

　
二
　
法
物
 

３
　
基
本
財
産
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
と
す
る
。 

　
一
　
不
動
産
 

　
二
　
宝
物
 

三
　
基
本
財
産
と
し
て
指
定
寄
附
を
受
け
た
有
価
証
券
、
現
金
そ

の
他
の
動
産
 

四
　
基
本
財
産
に
編
入
す
る
こ
と
を
責
任
役
員
が
議
決
し
た
有
価

証
券
、
現
金
そ
の
他
の
動
産
 

４
　
運
用
財
産
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
と
す
る
。 

　
一
　
懇
志
 

　
二
　
基
本
財
産
か
ら
生
ず
る
果
実
 

　
三
　
特
別
財
産
及
び
基
本
財
産
以
外
の
財
産
並
び
に
雑
収
入
 

 
﹇
註
﹈
 特
別
財
産
中
、「
本
尊
、
影
像
そ
の
他
礼
拝
の
対
象
と
な

る
有
体
物
」
と
は
、
本
尊
（
御
木
像
・
御
絵
像
）、
名み
ょ
う

号ご
う

（
六
・

九
・
十
字
）、
親
鸞
聖
人
、
蓮
如
上
人
、
聖
徳
太
子
、
七
高
僧

等
の
各
御
影
像
及
び
歴
代
宗し
ゅ
う

主し
ゅ

の
御
影
像
に
加
え
、
御
絵
伝

も
含
み
ま
す
。
ま
た
、「
法
物
」
と
は
、
礼
拝
の
対
象
と
な
る

有
体
物
に
付
属
・
関
連
す
る
仏
具
類
を
指
し
、
宮く
う

殿で
ん

、
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

を
始
め
、
輪り
ん

灯と
う

、
菊き
く

灯と
う

、
瓔よ
う

珞ら
く

に
い
た
る
内
陣
荘し
ょ
う

厳ご
ん

関
係
の

仏
具
を
含
む
も
の
と
し
ま
す
。 

４
．
寺
院
役
員
と
の
事
前
協
議
 

寺
院
の
実
情
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
寺
院
の
今
後
の
方
針
に
つ
い

て
協
議
し
ま
す
。
そ
の
結
果
が
、
解
散
で
あ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
寺
院
解
散
後
の
残
余
財
産
の
帰
属
先
、
門
徒
の
帰
属
先
（
解
散

後
、
門
徒
と
し
て
門
徒
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
寺
院
）
等
の
確
認
作
業
を

行
い
ま
す
。 

５
．
寺
則
の
内
容
確
認
 

寺
則
第
40
条
に
残
余
財
産
の
帰
属
先
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
解

散
事
務
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
寺
則
の
記
載
内
容
が
現
状
と
合
致
し

な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
寺
則
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

﹇
註
﹈
 残
余
財
産
の
帰
属
先
に
つ
い
て
、「
解
散
当
時
の
住
職
に

帰
属
す
る
」
と
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
解
散
時
に
住
職
が
い
な

い
場
合
は
、
対
象
者
を
選
定
で
き
る
よ
う
寺
則
の
変
更
が
必
要

で
す
。
変
更
案
と
し
て
、「
解
散
の
時
に
お
い
て
責
任
役
員
の

３
分
の
２
以
上
の
同
意
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
者
に
帰
属
す

る
」
が
あ
り
ま
す
。 

﹇
註
﹈
 寺
則
の
変
更
手
続
き
に
つ
い
て
は
、『
宗
報
』（
平
成
30
年

８
月
号
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

住
居
表
示
の
実
施
や
区
画
整
理
、
市
町
村
合
併
等
に
よ
り
、
寺
院

の
所
在
地
の
呼
称
、
地
番
が
変
更
さ
れ
、
寺
則
第
３
条
に
規
定
の
事

務
所
の
所
在
地
と
相
異
が
あ
る
場
合
は
「
事
務
所
変
更
登
記
完
了

届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

﹇
註
﹈
「
事
務
所
変
更
登
記
完
了
届
」
の
提
出
に
つ
い
て
は
、『
宗

報
』（
平
成
30
年
９
月
号
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。


